
問い合わせ先

税額軽減最⼤９割、実質負担１割

国税＋地⽅税
税額控除

①法⼈住⺠税＋②法⼈税 ③法⼈事業税
損⾦算⼊ 企業負担

約１割
約３割 約４割 約２割

〒040-8666�北海道函館市東雲町4-13
TEL�0138-21-3694 Mail��keikakuchosei@city.hakodate.hokkaido.jp

函館市企画部
計画推進室計画調整課

企業等のメリット

税額控除

寄附⾦額の最⼤約９割が
法⼈住⺠税などから控除

社会貢献

ＣＳＲ活動のＰＲ効果
［ＳＤＧｓ等］

パートナーシップ

地元企業や市関係部局
との新たな関係構築

北海道函館市

企業版ふるさと納税 ご案内の

H A KODA T Eの未来をともに

企業の皆様のお⼒で

地⽅創⽣の取り組みを応援してください。

企業版ふるさと納税を活⽤して

函館市とともに新たな未来を創りませんか？

企業版ふるさと納税とは

国が認定した地⽅公共団体の地⽅創⽣プロジェクト（地域再⽣計画の取組事業）に対して、地域外の
企業が寄附を⾏った場合に、法⼈関係税から税額控除する制度です。

10万円以上の寄附が対象
寄附企業への経済的な⾒
返りは禁⽌
本社が函館市内に所在す
る企業は対象外

制度のポイント



問い合わせ先

寄附の流れ

払い込みいただくため、納付書
を発⾏（もしくは、市指定⼝座
情報をお知らせ）いたします。

〒040-8666�北海道函館市東雲町4-13
TEL�0138-21-3694 Mail��keikakuchosei@city.hakodate.hokkaido.jp

主なプロジェクトのご紹介

企業様のご意⾒に沿って、寄附対象プロジェクトを決定いたします。
まずは下記の問い合わせ先（計画調整課）までご連絡ください。
対象プロジェクトや寄附⾦額が決定しましたら、寄附申出書をご提出いただきます。

納付書を使⽤し、函館市指定⾦融機関
で払い込み（もしくは、市指定⼝座への
お振込み）をお願いいたします。

受領証を発⾏いたします。 受領証を使⽤し、税務署での税申告の
お⼿続きをお願いいたします。

函館市企画部
計画推進室計画調整課

ご相談・お申込み

ご寄附

税申告のお⼿続き
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 「第3期函館市活性化総合戦略」に掲げる基本⽬標や基本的⽅向性に沿う事業が寄附の対象となります。
「主なプロジェクト」のほかにも寄附の対象となる事業がございますので、お問い合せください。

働きがいのあるしごとの創出と地域経済の活性化をめざす

結婚・出産の希望がかない、未来をひらくひとが育つまちをめざす

いつまでも健康で充実した⽣活を送ることができるまちをめざす

住むひと・訪れるひとにとって、魅⼒あるまちをめざす

学びを⽀える環境整備プロジェクト
児童館運営事業
⾼等教育機関応援プロジェクト

健康応援プロジェクト
命を守る防災プロジェクト

企業⽴地補助⾦による企業誘致の強化
「働きやすい函館」の推進と地元企業の魅⼒発信プロジェクト
持続可能な漁業の推進プロジェクト
エネルギー地産地消の取り組み
函館港GX・強靭化推進プロジェクト

新幹線の函館駅乗り⼊れ検討事業
函館の魅⼒向上・発信
国内外の交通ネットワーク拡⼤プロジェクト
スポーツ振興プロジェクト
⽂化財の保存・継承プロジェクト

め
ざ
す
⽬
標�

１

め
ざ
す
⽬
標�

２

め
ざ
す
⽬
標�

３

め
ざ
す
⽬
標�

４


